
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水栓にホースを介して接続される給水具本体に、ホースからの一次側流路と吐水口に通
じる二次側流路よりなる通水流路を形成する縦穴を設けるとともに、この縦穴に交差する
横穴を設け、前記両流路を連通させる吐水状態と前記両流路を遮断させる止水状態とに切
り換える略柱状のスピンドルを前記横穴に摺動可能に挿通させてなり、さらに、前記スピ
ンドルはこの軸のまわりに切り欠き部を有し、前記スピンドルを、吐水状態では前記切り
欠き部が前記両流路に連通するように摺動させる一方、止水状態では前記スピンドルの周
面部が前記両流路を遮断するように摺動させるのであり、しかも、前記一次側流路内およ
び二次側流路内のいずれか一方または両方に、吐水状態においては前記切り欠き部に対向
し、止水状態においては前記周面部により閉塞される開口が形成されている

、外面に
シール部を備えた筒状体を有

ることを特徴とする止水機構付給水具。
【請求項２】
　水栓にホースを介して接続される給水具本体に、ホースからの一次側流路と吐水口に通
じる二次側流路よりなる通水流路を形成する縦穴を設けるとともに、この縦穴に交差する
横穴を設け、前記両流路を連通させる吐水状態と前記両流路を遮断させる止水状態とに切
り換える略柱状のスピンドルを前記横穴に摺動可能に挿通させてなり、さらに、前記スピ
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と共に、この
開口の前記スピンドルの周面部により閉塞される端面が湾曲状に形成され、かつ

し、更にはこの筒状体はその外周面に水抜き溝が設けられ、
前記通水流路、スピンドル、筒状体からなる止水機構がユニットとして形成されていて、
前記給水具本体に対して着脱自在に形成されてい



ンドルは軸方向に直角な径方向に貫通穴を有し、前記スピンドルを、吐水状態では前記貫
通穴が前記両流路に連通するように摺動させる一方、止水状態では前記スピンドルの周面
部が前記両流路を遮断するように摺動させるのであり、しかも、前記一次側流路 および
二次側流路 のいずれか一方または両方に、吐水状態においては前記貫通穴に対向し、止
水状態においては前記周面部により閉塞される開口が形成されている

、外面にシール
部を備えた筒状体を有

ることを特徴とする止水機構付給水具。
【請求項３】
　ハンドシャワ、あるいは、散水ノズルである請求項１または請求項２に記載の止水機構
付給水具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、給水具本体に設けられたスピンドルを摺動操作して止水状態と吐水状態とに
切り換えることが可能な新規な止水機構付給水具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　給水具としての従来の止水機構付ハンドシャワとして、水栓にホースを介して接続され
るシャワ本体に、ホースからの一次側流路と吐水口に通じる二次側流路よりなる通水流路
を形成する縦穴を設けるとともに、この縦穴に交差する横穴を設け、前記両流路を連通さ
せる吐水状態と前記両流路を遮断させる止水状態とに切り換える柱状のスピンドルを前記
横穴に摺動可能に挿通させてなり、さらに、前記スピンドルはこの軸のまわりに切り欠き
部を有し、前記スピンドルを、吐水状態では前記切り欠き部が前記両流路に連通するよう
に摺動させる一方、止水状態では前記スピンドルの周面部が前記両流路を遮断するように
摺動させるよう構成したものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記の構成からなる従来の止水機構付ハンドシャワでは、前記一次側流路の下
流端口を閉塞可能なシール面部が前記スピンドルに設けられており、止水状態とする場合
には、スピンドルを摺動させて前記シール面部によって前記下流端口を閉塞するようにし
ていたが、スピンドルを摺動させて止水状態と吐水状態とに切り換えるという操作が繰り
返し行われることによって前記シール面部が磨耗するため、比較的短期間の使用によって
、シール性に支障が生じ始めるというおそれがあった。
【０００４】
　また、前記スピンドルに設けられたシール面部と前記横穴を形成する壁面との摩擦抵抗
が大きかったことから、前記止水状態と吐水状態とに切り換えるためのスピンドルの摺動
操作を行うのに必要な力が大きくなり、操作性の悪いものとなっていた。
【０００５】
　一方、例えば、一般家庭の園芸等に用いられる従来の止水機構付散水ノズルでも同様の
問題があった。
【０００６】
　すなわち、本出願人は、下流端に弁体が固定され上流側からスプリングにより下流方向
に付勢することでグリップの筐体内部に供給流路を形成する長尺の筒体を設け、前記弁体
が弁座に当接する閉弁状態と、流量操作レバーの押圧操作により前記スプリングの付勢力
に抗して筒体が開方向に移動して弁体が弁座から離間する開弁状態とに切り替えるように
構成した散水ノズルを提案している（特願平１１－３３６８２６号の図面、明細書参照）
けれども、流量操作レバーの押圧操作や筒体の移動あるいは水圧の変化などが原因で偏っ
た力が筐体および筒体間の複数箇所に設けたＯリングにかかり、Ｏリングの磨耗が早く、
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と共に、この開口の
前記スピンドルの周面部により閉塞される端面が湾曲状に形成され、かつ

し、更にはこの筒状体はその外周面に水抜き溝が設けられ、前記通
水流路、スピンドル、筒状体からなる止水機構がユニットとして形成されていて、前記給
水具本体に対して着脱自在に形成されてい



長期間にわたってシール性を確保できなかった。更に、水圧が大きく変化した場合などは
、流量操作レバーの押圧操作が硬く、スプリングの荷重のみでは軽く操作ができなかった
。
【０００７】
　本発明は上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、長期間にわたってシール
性を確保でき、かつ操作性の良好な止水機構付給水具を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の止水機構付給水具は、水栓にホースを介して接続
される給水具本体に、ホースからの一次側流路と吐水口に通じる二次側流路よりなる通水
流路を形成する縦穴を設けるとともに、この縦穴に交差する横穴を設け、前記両流路を連
通させる吐水状態と前記両流路を遮断させる止水状態とに切り換える略柱状のスピンドル
を前記横穴に摺動可能に挿通させてなり、さらに、前記スピンドルはこの軸のまわりに切
り欠き部を有し、前記スピンドルを、吐水状態では前記切り欠き部が前記両流路に連通す
るように摺動させる一方、止水状態では前記スピンドルの周面部が前記両流路を遮断する
ように摺動させるのであり、しかも、前記一次側流路 および二次側流路 のいずれか一
方または両方に、吐水状態においては前記切り欠き部に対向し、止水状態においては前記
周面部により閉塞される開口が形成されている

、外面にシール部を備えた筒状体を有

る（請求項１）。
【０００９】
　また、水栓にホースを介して接続される給水具本体に、ホースからの一次側流路と吐水
口に通じる二次側流路よりなる通水流路を形成する縦穴を設けるとともに、この縦穴に交
差する横穴を設け、前記両流路を連通させる吐水状態と前記両流路を遮断させる止水状態
とに切り換える略柱状のスピンドルを前記横穴に摺動可能に挿通させてなり、さらに、前
記スピンドルは軸方向に直角な径方向に貫通穴を有し、前記スピンドルを、吐水状態では
前記貫通穴が前記両流路に連通するように摺動させる一方、止水状態では前記スピンドル
の周面部が前記両流路を遮断するように摺動させるのであり、しかも、前記一次側流路
および二次側流路 のいずれか一方または両方に、吐水状態においては前記貫通穴に対向
し、止水状態においては前記周面部により閉塞される開口が形成されている

、外面に
シール部を備えた筒状体を有

てもよい（請求項２）。
【００１０】
　上記の構成により、長期間にわたってシール性を確保でき、かつ操作性の良好な止水機
構付給水具を提供することが可能となる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の実施例を、図を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の第一実施例に係る止水機構付ハンドシャワ（以下、ハンドシャワとい
う）Ｄの構成を概略的に示す透視斜視図、図２は、前記ハンドシャワＤの構成を概略的に
示す縦断面図、図３は、ハンドシャワＤの要部の構成を概略的に示す斜視図である。
　ハンドシャワ（給水具の一例）Ｄは、ホースＨからの一次側流路１と吐水口３に通じる
二次側流路２よりなる通水流路を形成する縦穴４と、この縦穴４に交差する横穴５と、こ
の横穴５を摺動可能に挿通し、前記両流路１，２を連通させる吐水状態と前記両流路１，
２を遮断させる止水状態とに切り換えられる略柱状のスピンドル６と、前記一次側流路１
の下流端部１ａ内に、流路方向に摺動可能な状態で、かつ付勢手段７によってスピンドル
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６側（下流側）に付勢された状態で配置される筒状体８と、前記二次側流路２の上流端部
２ａ内に、流路方向に摺動可能な状態で、かつ付勢手段９によってスピンドル６側（上流
側）に付勢された状態で配置される筒状体１０とを、水栓（図示せず）にホースＨを介し
て接続されるシャワ本体１１に設けてなる。
【００１２】
　前記横穴５は、例えばシャワ本体１１の左右方向に設けられ、前記縦穴４に直角に交差
している。
【００１３】
　前記スピンドル６は、先端に抜け止め部材１２ａを備えた止水用ボタン部１２を一端に
有するとともに、先端に抜け止め部材１３ａを備えた吐水用ボタン部１３を他端に有し、
また、前記止水用ボタン部１２から中央側に向けては、シール部材（例えばＯリング）１
４およびシール面部１５がこの順で設けられる一方、前記吐水用ボタン部１３から中央側
に向けては、シール部材（例えばＯリング）１６および切り欠き部１７がこの順で設けら
れている。そして、前記シール面部１５と切り欠き部１７とは隣接した状態となっている
。
【００１４】
　前記止水用ボタン部１２に対する抜け止め部材１２ａの固定および吐水用ボタン部１３
に対する抜け止め部材１３ａの固定は、適宜の方法で行えばよく、例えば、ともに螺着に
よって行われていてもよいし、抜け止め部材１２ａ，１３ａのいずれか一方がボタン部１
２，１３と一体に設けられており、他方が螺着によってボタン部１２，１３に固定されて
いてもよい。
【００１５】
　前記止水用ボタン部１２と吐水用ボタン部１３は、常にいずれか一方が側方へ突出した
状態となっており、他方がシャワ本体１１の内部へ押し込まれた状態となる。
【００１６】
　前記切り欠き部１７は、スピンドル６の外壁を軸まわりに切り欠いた形状に形成されて
いる。
【００１７】
　上記の構成からなるスピンドル６は、例えば、略円柱形状（断面が楕円形状のものも含
む），略多角柱形状（略角柱形状，略三角柱形状等）などをしている。また、例えば、そ
の中央部分（前記シール部材１４，１６よりも中央側の部分、すなわちシール面部１５お
よび切り欠き部１７）と両端部（前記シール部材１４，１６よりも外側の部分、すなわち
止水用ボタン部１２および吐水用ボタン部１３）との形状が異なっていてもよい。
【００１８】
　前記付勢手段７は、例えばスプリングであり、一端が後述する筒状体８の突出部分８ｂ
に当接し、他端が一次側流路１の上流端部１ａ内に設けられた保持部材７ａに当接して保
持されるように構成されており、これにより、付勢手段７は、筒状体８をスピンドル６側
へ常時付勢することになる。
【００１９】
　前記筒状体８は、ほぼ円筒形状の部材であり、外面にシール部（例えばＯリング）１８
を有するとともに、前記シール面部１５の周面部により閉塞される開口８’を有する端面
８ａが湾曲形状に形成されている。また、筒状体８の内壁には、内側へ突出する突出部分
８ｂが設けられている。
【００２０】
　前記付勢手段９は、前記付勢手段７と同一のもの（例えばスプリング）であり、一端が
後述する筒状体１０の突出部分１０ｂに当接し、他端が二次側流路２の下流端部２ａ内に
設けられた保持部材９ａに当接して保持されるように構成されており、これにより、付勢
手段９は、筒状体１０をスピンドル６側へ常時付勢することになる。
【００２１】
　前記筒状体１０は、前記筒状体８と同一のものであり、詳しくは、ほぼ円筒形状の部材
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であり、外面にシール部（例えばＯリング）１８を有するとともに、前記シール面部１５
の周面部により閉塞される開口１０’を有する端面１０ａが湾曲形状に形成されている。
また、筒状体１０の内壁には、内側へ突出する突出部分１０ｂが設けられている。
【００２２】
　次に、上記の構成からなるハンドシャワＤの動作について説明する。
　まず、前記止水用ボタン部１２が押されている状態では、前記スピンドル６は止水状態
となる位置に停止しており、このとき、前記シール面部１５の周面部が前記両流路１，２
を遮断することになる。
【００２３】
　すなわち、前記止水用ボタン部１２が押されてスピンドル６が止水状態となっていると
きには、シール面部１５の周面部に、前記筒状体８の前記開口８’を有する端面８ａと筒
状体１０の前記開口１０’を有する端面１０ａとが当接した状態となり、各端面８ａ，１
０ａはシール面部１５の周面部に密着可能となる湾曲形状となっていることから、前記開
口８’，１０’は前記周面部により閉塞されることとなる。そのため、シャワ本体１１の
上流に設けられた水栓からシャワ本体１１へ送られた湯水は、一次側流路１の下流端部１
ａの筒状体８内に至ったところで、筒状体８の端面８ａに当接する前記スピンドル６のシ
ール面部１５に妨げられて、それより下流側へ向かうことがない。なお、万が一、前記水
栓からの湯水が、前記筒状体８の下流側へ向かったとしても、スピンドル６のシール面部
１５の周面部に当接する二次側流路２の上流端部２ａの筒状体１０の端面１０ａに妨げら
れ、それより下流側へ向かうことがない。
【００２４】
　そして、前記止水用ボタン部１２が押されている状態から前記吐水用ボタン部１３が押
されている状態に切り換わると、前記スピンドル６は摺動して吐水状態となる位置に停止
し、このとき、前記切り欠き部１７が前記両流路１，２に連通することになる。
【００２５】
　すなわち、前記吐水用ボタン部１３が押されてスピンドル６が吐水状態となっていると
きには、スピンドル６の前記切り欠き部１７に、前記筒状体８の開口８’と筒状体１０の
開口１０’とがそれぞれ対向した状態となり、シャワ本体１１の上流に設けられた水栓か
らシャワ本体１１へ送られた湯水は、一次側流路１の下流端部１ａの筒状体８内に至った
後、切り欠き部１７を経て、二次側流路２の上流端部２ａの筒状体１０内を通り、そのま
ま二次側流路２の下流側へ向かい、吐水口３から吐出されることになる。
【００２６】
　上記の構成からなるハンドシャワＤでは、前記横穴５を形成する壁面に対してこの横穴
５内を摺動するスピンドル６が接触する部分は、主に前記シール部材１４，１６のみであ
ることから、横穴５を形成する壁面とスピンドル６との摩擦抵抗は小さくなり、スピンド
ル６の摺動操作を比較的小さな力で行うことができ、操作性が良好となる。
【００２７】
　また、上記の構成からなるハンドシャワＤでは、縦穴４内を流れる湯水が横穴５から漏
れることは、縦穴４内に設けられた筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａと、横穴５内に設
けられたスピンドル６のシール面部１５とを密着させ、開口８’，１０’を閉塞すること
によって防止されているが、仮に、スピンドル６が横穴５内を繰り返し摺動することによ
って、互いに当接する前記筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａとシール面部１５とが磨耗
したとしても、前記筒状体８，１０がスピンドル６側に常時付勢されていることから、ス
ピンドル６のシール面部１５に対する筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａの密着は保たれ
ることとなり、これにより、長期間にわたってシール性が確保されることとなる。
【００２８】
　図４（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の第二実施例に係るハンドシャワＤ 2  の要部の構成
を概略的に示す縦断面図および斜視図である。なお、上記第一実施例に示したものと同一
構造の部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
　第二実施例のハンドシャワＤ 2  は、上記第一実施例のハンドシャワＤに比して、前記切
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り欠き部１７に代えて、貫通穴１９がスピンドル６に設けられている点で主に異なる。
【００２９】
　前記貫通穴１９は、例えばスピンドル６の軸方向に直角な径方向に設けられており、貫
通穴１９の方向が、前記縦穴４の方向に対して常に平行または同一となるように、前記吐
水用ボタン部１３には、スピンドル６をガイドするためのガイド溝２０が設けられている
。そして、スピンドル６の摺動は、前記ガイド溝２０が前記シャワ本体１１の適宜の箇所
（例えば、横穴５の吐水用ボタン部１３側の開口付近）に形成されたガイド体２１に常に
ガイドされた状態で行われることから、前記貫通穴１９の方向が、前記縦穴４の方向と常
に平行または同一となるように保たれるのである。
【００３０】
　なお、前記ガイド溝２０をスピンドル６に設け、ガイド体２１をシャワ本体１１に設け
る構成に限るものではなく、例えば、前記ガイド溝２０をシャワ本体１１に設け、前記ガ
イド体２１をスピンドル６に設けてもよい。また、前記ガイド溝２０およびガイド体２１
をそれぞれ複数設けてもよい。さらに、前記ガイド溝２０およびガイド体２１を、吐水用
ボタン部１３側に設けずに止水用ボタン部１２側に設けてもよいし、止水用ボタン部１２
側および吐水用ボタン部１３側の両方に設けてもよい。
【００３１】
　次に、上記の構成からなるハンドシャワＤ 2  の動作について説明する。
　まず、前記止水用ボタン部１２が押されている状態では、前記スピンドル６は止水状態
となる位置に停止しており、このとき、前記シール面部１５の周面部が前記両流路１，２
を遮断することになる。
【００３２】
　すなわち、前記止水用ボタン部１２が押されてスピンドル６が止水状態となっていると
きには、シール面部１５の周面部に、前記筒状体８の端面８ａと筒状体１０の端面１０ａ
とが当接した状態となり、各端面８ａ，１０ａはシール面部１５の周面部に密着可能とな
る湾曲形状となっていることから、前記開口８’，１０’は前記周面部により閉塞される
こととなる。そのため、シャワ本体１１の上流に設けられた水栓からシャワ本体１１へ送
られた湯水は、一次側流路１の下流端部１ａの筒状体８内に至ったところで、筒状体８の
端面８ａに当接する前記スピンドル６のシール面部１５に妨げられて、それより下流側へ
向かうことがない。なお、万が一、前記水栓からの湯水が、前記筒状体８の下流側へ向か
ったとしても、スピンドル６のシール面部１５の周面部に当接する二次側流路２の上流端
部２ａの筒状体１０の端面１０ａに妨げられ、それより下流側へ向かうことがない。
【００３３】
　そして、前記止水用ボタン部１２が押されている状態から前記吐水用ボタン部１３が押
されている状態に切り換わると、前記スピンドル６は摺動して吐水状態となる位置に停止
し、このとき、前記貫通穴１９が前記両流路１，２に連通することになる。
【００３４】
　すなわち、前記吐水用ボタン部１３が押されてスピンドル６が吐水状態となっていると
きには、スピンドル６の前記貫通穴１９に、前記筒状体８の開口８’と筒状体１０の開口
１０’とがそれぞれ対向した状態となり、シャワ本体１１の上流に設けられた水栓からシ
ャワ本体１１へ送られた湯水は、一次側流路１の下流端部１ａの筒状体８内に至った後、
貫通穴１９を経て、二次側流路２の上流端部２ａの筒状体１０内を通り、そのまま二次側
流路２の下流側へ向かい、吐水口３から吐出されることになる。
【００３５】
　なお、第二実施例のハンドシャワＤ 2  によって得られる効果は、第一実施例のハンドシ
ャワＤによって得られる効果とほとんど同じなのでその説明を省略する。
【００３６】
　図５は、本発明の第三実施例に係るハンドシャワＤ 3  の構成を概略的に示す分解斜視図
である。なお、上記二つの実施例に示したものと同一構造の部材については、同じ符号を
付し、その説明を省略する。
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　第三実施例のハンドシャワＤ 3  は、第一実施例のハンドシャワＤに比して、前記一次側
流路１の下流端部１ａに設けられていた付勢手段７、保持部材７ａおよび筒状体８と、前
記二次側流路２の上流端部２ａに設けられていた付勢手段９、保持部材９ａおよび筒状体
１０と、前記横穴５と、この横穴５内に摺動可能に設けられていた前記スピンドル６とか
らなる止水機構が、シャワ本体１１に対して着脱自在である一つのユニット２２として形
成されている点で主に異なる。
【００３７】
　前記ユニット２２は、前記止水機構のほか、前記付勢手段７、保持部材７ａおよび筒状
体８が内部に配置される一次側接続端部２２ａと、前記付勢手段９、保持部材９ａおよび
筒状体１０が内部に配置される二次側接続端部２２ｂとを有している。
【００３８】
　前記シャワ本体１１には、ユニット２２を取り付けるための凹入部２３が、前記一次側
流路１と二次側流路２との間に形成されている。この凹入部２３には、前記スピンドル６
の止水用ボタン部１２および吐水用ボタン部１３を外部に突出可能とする状態で、ユニッ
ト２２を嵌め込むことができ、ユニット２２は、凹入部２３に対して適宜の固定手段（例
えばネジ部材２４，２４を用いた螺着など）によって固定される。
【００３９】
　また、前記凹入部２３内には、前記一次側流路１の下流端１ｂと、前記二次側流路２の
上流端（図示せず）とが露出しており、上記のようにユニット２２を凹入部２３に固定し
た状態では、ユニット２２の前記一次側接続端部２２ａと前記一次側流路１の下流端１ｂ
とが、例えば図示しないＯリングなどのシール部材を介して接続され、ユニット２２の前
記二次側接続端部２２ｂと前記二次側流路２の上流端とが、例えば図示しないＯリングな
どのシール部材を介して接続される。
【００４０】
　そして、前記ユニット２２が嵌め込まれた状態の凹入部２３は、カバー体２５によって
閉塞することができる。なお、凹入部２３に対するカバー体２５の固定は、適宜の方法で
行えばよく、例えば、カバー体２５に係止片２６を複数設けておき、これらの係止片２６
，２６…を係止可能な被係止部２７，２７…を凹入部２３に設けておけばよい。このよう
に、前記カバー体２５によってユニット２２が嵌め込まれた状態の凹入部２３を覆ってお
くことにより、ユニット２２に指を挟んだりするおそれがなく、ハンドシャワＤ 3  を通常
のハンドシャワと同様に安心して扱うことが可能となる。
【００４１】
　上記の構成からなるハンドシャワＤ 3  では、上記第一実施例のハンドシャワＤによって
得られる効果に加えて、前記止水機構のメンテナンスを非常に簡単に行うことができると
いう効果が得られる。
【００４２】
　なお、上記の構成からなるハンドシャワＤ 3  において、ユニット２２として形成される
止水機構が、上記第一実施例に示した切り欠き部１７ではなく、上記第二実施例に示した
貫通穴１９を有するものであってもよい。
【００４３】
　図６は、上記第一～第三実施例に示した筒状体８，１０の変形例の構成を概略的に示す
斜視図である。なお、上記全ての実施例に示したものと同一構造の部材については、同じ
符号を付し、その説明を省略する。
　上記全ての実施例に示した筒状体８，１０をそれぞれ、図６に示す筒状体２８に代えて
もよい。この筒状体２８は、前記筒状体８，１０に比して、外周面に水抜き溝２９が設け
られている点で主に異なる。
【００４４】
　すなわち、前記筒状体２８は、ほぼ円筒形状の部材であり、外面にシール部（例えばＯ
リング）１８を有するとともに、前記シール面部１５の周面部により閉塞される開口２８
’を有する端面２８ａが湾曲形状に形成されている。また、筒状体２８の内壁には、内側
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へ突出する突出部分（図示せず）が設けられている。
【００４５】
　前記水抜き溝２９は、筒状体２８の一方の端面２８ａから他方の端面２８ｃにかけて、
筒状体２８の長さ方向に平行に形成されている。また、水抜き溝２９は、前記シール部１
８によって遮断されないように、シール部１８を避けて、例えばシール部１８が設けられ
る部分は他の部分よりも深くなるように形成されている。
【００４６】
　ここで、水栓からハンドシャワへ水が送られている状態であって、かつ、ハンドシャワ
のスピンドル６が止水状態の位置にある場合に、水栓の下流側、すなわちハンドシャワ側
の圧力が上昇しすぎると、ハンドシャワの上流側に設けられたホースＨが水栓から突然外
れる事故などが生じるおそれがあり、大変危険である。しかし、上記の構成からなる筒状
体２８を用いた場合には、ハンドシャワ側の圧力が上昇すると、それを低減するように、
ハンドシャワ内の水が、前記水抜き溝２９を通って吐水口３より少量ずつ吐出されること
になる。これにより、上述のような事故が起こることを未然に防ぐことができ、ハンドシ
ャワを安全に使うことが可能となる。
【００４７】
　なお、上記全ての実施例では、スピンドル６側に常時付勢される筒状体が、一次側流路
１および二次側流路２の両方に設けられている例を示しているが、前記筒状体を一次側流
路１のみに設けてもよいし、二次側流路２のみに設けてもよい。
【００４８】
　図７～図９は、本発明の第四実施例に係る止水機構付散水ノズルを示す。なお、上記全
ての実施例に示したものと同一構造の部材については、同じ符号を付し、その説明を省略
する。
【００４９】
　図７において、止水機構付散水ノズル（給水具の一例）３０は、例えば、一般家庭の園
芸等に用いられるもので、散水ノズル本体３１より主としてなる。この散水ノズル本体３
１は、吐水口３９を有するノズルヘッド３２と、グリップ３３と、両者３２，３３を繋ぐ
筒部３１ａより構成されている。３５は、水栓に接続される給水ホースで、この給水ホー
ス３５をナット３６に通し、グリップ３３の上流端に設けた給水ホース接続部３７に給水
ホース３５を深く差し込み、最後に前記接続部３７に対してナット３６を締め込むことで
止水機構付散水ノズル３０に給水ホース３５を接続できる。３４は、流量調整ハンドルで
ある。
【００５０】
　前記ノズルヘッド３２は、軸線Ｌのまわりに回動可能に構成されており、六つの散水パ
ターンに切替えできる。図８（Ａ）はシャワーの散水パターンを示し、図８（Ｂ）はフレ
アーの散水パターンを示し、図８（Ｃ）はストレートの散水パターンを示し、図８（Ｄ）
はジョロの散水パターンを示し、図８（Ｅ）はミストの散水パターンを示し、図８（Ｆ）
は開放の散水パターンを示す。
【００５１】
　そして、上記第一実施例に係る止水機構付ハンドシャワＤで採用したのと同一構成の止
水機構５０が前記グリップ３３に設けられている。
【００５２】
　すなわち、止水機構付散水ノズル３０は、前記グリップ３３内を上下に貫通する第１の
貫通穴（縦穴）（図示せず）によって形成される第１通水流路と、前記筒部３１ａを長手
方向に貫通して前記ノズルヘッド３２に至る第２の貫通穴（図示せず）によって形成され
る第２通水流路と、両貫通穴を連通させる連通口とを有する。
【００５３】
　更に、前記縦穴は、給水ホース３５からの一次側流路と前記連通口に通じる二次側流路
よりなる一方、前記縦穴に交差する横穴を前記グリップ３３内に有する。
【００５４】
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　つまり、止水機構付散水ノズル３０の止水機構５０は、前記横穴を摺動可能に挿通し、
前記一次側流路と前記二次側流路を連通させる吐水状態と前記一次側流路と前記二次側流
路を遮断させる止水状態とに切り換えられる略柱状のスピンドル６と、前記一次側流路の
下流端部内に、流路方向に摺動可能な状態で、かつ付勢手段７によってスピンドル６側（
下流側）に付勢された状態で配置される筒状体８と、前記二次側流路の上流端部内に、流
路方向に摺動可能な状態で、かつ付勢手段９によってスピンドル６側（上流側）に付勢さ
れた状態で配置される筒状体１０とを、水栓に給水ホース３５を介して接続される散水ノ
ズル本体３１の前記グリップ３３に設けてなる。なお、５１は、止水機構５０を覆うカバ
ー体で、ビス５２によって前記グリップ３３に取り付けられている。
【００５５】
　上記の構成からなる止水機構付散水ノズル３０では、前記横穴を形成する壁面とスピン
ドル６との摩擦抵抗は小さくなり、スピンドル６の摺動操作を比較的小さな力で行うこと
ができ、操作性が良好となる。
【００５６】
　また、前記縦穴内を流れる湯水が前記横穴から漏れることは、前記縦穴内に設けられた
筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａと、前記横穴内に設けられたスピンドル６のシール面
部１５とを密着させ、筒状体８，１０の開口８’，１０’を閉塞することによって防止さ
れているが、仮に、スピンドル６が前記横穴内を繰り返し摺動することによって、互いに
当接する前記筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａとシール面部１５とが磨耗したとしても
、前記筒状体８，１０がスピンドル６側に常時付勢されていることから、スピンドル６の
シール面部１５に対する筒状体８，１０の端面８ａ，１０ａの密着は保たれることとなり
、これにより、長期間にわたってシール性が確保されることとなる。
【００５７】
　なお、上記第四実施例では切り欠き部１７を設けたスピンドル６を示したが、この切り
欠き部１７に代えて、図１０に示すような、貫通穴１９をスピンドル６に設けた上記第二
実施例と同一構成の止水機構５０を本発明の止水機構付散水ノズル３０に適用できる。
【００５８】
【発明の効果】
　上記の構成からなる本発明によれば、長期間にわたってシール性を確保でき、かつ 操
作性の良好な止水機構付給水具を提供することができる。
　

　

　

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一実施例に係る止水機構付給水具（ハンドシャワ）の構成を概略的
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併せて、スピンドルが止水状態となっているときには、スピンドルの周面部に、前記筒
状体の前記開口を有する端面が当接した状態となり、端面はスピンドルのの周面部に密着
可能となる湾曲形状となっていることから、前記開口は前記周面部により閉塞されること
となる。そのため、上流に設けられた水栓から給水具本体へ送られた湯・水は、一次側流
路の下流端部の筒状体内に至ったところで、筒状体の端面に当接する前記スピンドルの周
面部に妨げられて、それより下流側へ向かうことがない。なお、万が一、前記水栓からの
湯・水が、前記筒状体の下流側へ向かったとしても、スピンドルの周面部に当接する二次
側流路の上流端部の筒状体の端面に妨げられ、それより下流側へ向かうことがない。

しかも、止水機構がユニットとして形成されていて、前記給水具本体に対して着脱自在
に形成されていることによって、止水機構のメンテナンスを非常に簡単に行うことができ
る。

また、水栓から給水具へ水が送られている状態であって、かつ、給水具のスピンドルが
止水状態の位置にある場合に、水栓の下流側の圧力が上昇しすぎると、上流側に設けられ
たホースが水栓から突然外れる事故などが生じるおそれがあり、大変危険である。しかし
、筒状体の外面に設けられる水抜き溝の存在によって、給水具側の圧力が上昇すると、そ
れを低減するように、給水具内の水が、この水抜き溝を通って吐水口より少量ずつ吐出さ
れることになる。これにより、上述のような事故が起こることを未然に防ぐことができ、
給水具を安全に使うことが可能となる。



に示す斜視図である。
【図２】　上記実施例の構成を概略的に示す縦断面図である。
【図３】　上記実施例の要部の構成を概略的に示す斜視図である。
【図４】　（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の第二実施例に係る止水機構付給水具（ハンド
シャワ）の要部の構成を概略的に示す縦断面図および斜視図である。
【図５】　本発明の第三実施例に係る止水機構付給水具（ハンドシャワ）の構成を概略的
に示す分解斜視図である。
【図６】　上記第一～第三実施例に示した筒状体の変形例の構成を概略的に示す斜視図で
ある。
【図７】　本発明の第四実施例に係る止水機構付給水具（散水ノズル）の構成を概略的に
示す分解斜視図である。
【図８】　第四実施例に係る止水機構付給水具（散水ノズル）の六つの異なる散水パター
ンを示す図である。
【図９】　上記第四実施例の要部の構成を概略的に示す斜視図である。
【図１０】　上記第四実施例の要部の変形例を概略的に示す斜視図である。
【符号の説明】
　１…一次側流路、２…二次側流路、３…吐水口、４…縦穴、５…横穴、６…スピンドル
、７…付勢手段、８…筒状体、８’…開口、 ９…付勢手段、１０…筒状体、
１０’…開口、 １５…周面部、１７…切り欠き部、

Ｄ…止水機構付ハンドシャワ（止水機構付給水具）、Ｈ…ホース。
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８ａ…端面、
１０ａ…端面、 ２２…ユニット、

２９…水抜き溝、



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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